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○
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
号

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
百
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
三
条
並
び
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
三
百
六
十
四
号
）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
裁
定
の
請
求
）

（
裁
定
の
請
求
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
二

法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
を
す
る
者

十
二

法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
請
求
を
す
る
者

に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
（
令
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ

ハ

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
（
令
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ

て
計
算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
七

て
計
算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
七

十
万
四
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
十
九
歳

十
万
四
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
得
税

未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親

三
号
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

族
（
十
九
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
と
い

有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を

う
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立

該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い

書

て
の
申
立
書

ニ

（
略
）

ニ

（
略
）

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

３

前
項
第
十
二
号
ロ
の
障
害
基
礎
年
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

３

前
項
第
十
二
号
ロ
の
障
害
基
礎
年
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
年
の
所
得
が
三
百
七
十
万
四
千
円
を
超
え
る
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は

二

前
年
の
所
得
が
三
百
七
十
万
四
千
円
を
超
え
る
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類

、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
の
額
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項

イ

受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
の
額
並
び
に
法
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
（
所
得
税
法
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
三
十

に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
（
以
下
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
有

歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
、
控
除
対
象
扶
養

無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳

親
族
に
限
る
。
以
下
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数
並

以
上
の
者
に
限
る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
（
以
下
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び
に
同
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
に
限
る

「
同
一
生
計
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市

。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
（
以
下
「
同
一
生
計
配
偶

町
村
長
の
証
明
書

者
等
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

４
～
９

（
略
）

４
～
９

（
略
）

（
刑
事
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
等
に
お
け
る
障
害
基
礎
年
金
等
の
支

（
刑
事
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
場
合
等
に
お
け
る
障
害
基
礎
年
金
等
の
支

給
の
停
止
）

給
の
停
止
）

第
三
十
四
条
の
四

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
昭
和
六
十
年
改
正
法
附

第
三
十
四
条
の
四

法
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法

則
第
三
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
旧
法
第
六
十
五

附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
及
び
第
三
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い

替
え
ら
れ
た
旧
法
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

（
支
給
停
止
解
除
の
申
請
）

第
四
十
一
条

（
略
）

第
四
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

（
削
る
）

十

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

遺
族
基
礎
年
金
所
得
状
況
届
（
様
式
第
三
号
）

ロ

前
年
の
所
得
（
経
過
措
置
政
令
第
四
十
六
条
第
七
項
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
き
、

受
給
権
者
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村

長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

ハ

受
給
権
者
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
該
当
し
な
い
受
給
権
者
の
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該

当
す
る
子
、
夫
の
子
、
孫
若
し
く
は
弟
妹
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
単
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に
「
子
、
夫
の
子
、
孫
又
は
弟
妹
」
と
い
う
。
）
（
当
該
受
給
権
者
と

生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第

二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遺
族
基
礎
年
金
被

災
状
況
届
（
様
式
第
四
号
）

（
削
る
）

３

前
項
第
十
号
イ
の
遺
族
基
礎
年
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

所
得
の
額
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
六
条
第
三
項

に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す

る
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市

町
村
長
の
証
明
書

ロ

受
給
権
者
が
令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規

定
に
該
当
す
る
と
き
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十

六
号
）
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
こ
と

に
よ
り
同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
は
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証

明
書

二

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い

受
給
権
者
で
あ
つ
て
、
子
、
夫
の
子
、
孫
又
は
弟
妹
と
生
計
を
同
じ
く
す

る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
子
、
夫
の
子
、
孫
又
は
弟
妹
の
前
年
の
所
得
に
つ

き
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

所
得
の
額
並
び
に
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
六
条
第
四
項

に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す

る
老
人
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

ロ

子
、
夫
の
子
、
孫
又
は
弟
妹
が
令
第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
市
町
村
長
の
証
明
書
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３

第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
遺
族
基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

４

第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
遺
族
基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

に
基
づ
く
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
の
申

に
基
づ
く
遺
族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
同
項
の
申

請
が
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
第
二
項
又

請
が
当
該
遺
族
厚
生
年
金
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
第
二
項
又

は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法

は
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法

第
三
十
八
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お

第
三
十
八
条
第
二
項
（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申
請
と

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申
請
と

併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

事
項
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

事
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の

な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
停
止
解
除

申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
三
項
の
規
定
に

か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い

か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な

も
の
と
す
る
。

い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
遺
族
基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

５

第
一
項
の
申
請
を
行
う
者
が
同
時
に
遺
族
基
礎
年
金
と
同
一
の
支
給
事
由

に
基
づ
く
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年

に
基
づ
く
平
成
八
年
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年

金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
又

金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
又

は
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保

は
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保

険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
（
以
下

険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
遺
族
共
済
年
金
（
以
下

「
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い

「
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い

う
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
第
一
項
の
申
請
が
当
該
厚
生
年

う
。
）
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
で
あ
つ
て
第
一
項
の
申
請
が
当
該
厚
生
年

金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
平
成
八
年

金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
平
成
八
年

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な

改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
な

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条

第
三
項
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に

第
三
項
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
務
員
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
二
十
三
条

の
二
第
三
項
（
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項

の
二
第
三
項
（
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
給
停
止
解
除
の
申

請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ

請
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
す
る
こ
と
と
さ

れ
た
事
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に
添
え
な
け
れ
ば

れ
た
事
項
並
び
に
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
申
請
書
に

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
書
類
等
の
う
ち
当
該
厚
生
年
金
保

る
政
府
が
支
給
す
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申
請
書
に
記
載
し

険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
停
止
解
除
の
申

、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
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ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の

で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の
申
請
書
に
記
載
し
、
又
は
添
え
る
こ

と
す
る
。

と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

６

第
一
項
の
申
請
が
、
一
月
か
ら
七
月
ま
で
の
間
に
支
給
が
開
始
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
三
項
各
号
中
「
前
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
々

年
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
七
条

削
除

第
四
十
六
条

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六

十
六
条
第
四
項
又
は
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
し
た
と
き
は
、
当

該
事
実
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二

遺
族
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

三

支
給
を
停
止
す
べ
き
事
由
及
び
そ
の
事
由
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
年
月

日

２

前
項
の
届
書
に
は
、
旧
法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
給
付
の

名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度
の
名
称
及
び
当
該
給
付
の
額
並
び
に
そ
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
年
月
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
項
の
届
出
が
、
遺
族
基
礎
年
金

の
額
の
全
部
に
つ
い
て
の
支
給
の
停
止
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
支
給
停
止
額
変
更
の
届
出
）

第
四
十
七
条

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
五
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ

つ
て
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
額
に
つ
き
、
支
給
停

止
の
額
を
変
更
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
実
が
あ
つ
た
日
か

ら
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し



- 7 -

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

一
の
二

個
人
番
号
又
は
基
礎
年
金
番
号

二

支
給
停
止
の
額
を
変
更
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
年
月
日

三

遺
族
基
礎
年
金
の
年
金
証
書
の
年
金
コ
ー
ド

２

前
項
の
届
書
に
は
、
旧
法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
給
付
の

額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

（
支
給
停
止
事
由
消
滅
の
届
出
）

第
四
十
八
条

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
四

第
四
十
八
条

遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は
、
法
第
二
十
条
第
一
項
、
第
四

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第

第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
停
止
さ
れ
て
い
る
遺
族
基
礎
年
金
に
つ
き
、

二
項
又
は
同
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も

支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
若
し
く
は
第
六
十

記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
十

六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
つ
て
支
給
停
止
さ
れ
て
い
る
遺

一
条
第
一
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

族
基
礎
年
金
に
つ
き
、
支
給
停
止
の
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
第
四
十
一
条
第
一
項
の
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な

３

第
一
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
削
る
）

八

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

第
一
項
の
届
出
が
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
五
条
第
一

項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
停

止
の
事
由
が
消
滅
し
た
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ロ

第
一
項
の
届
出
が
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
五
条
第
二
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項
の
規
定
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
六
十
五
条
第
一
項
第

一
号
に
定
め
る
給
付
の
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

ハ

第
一
項
の
届
出
が
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
六
条
第
四

項
の
規
定
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
経
過
措
置
政
令
第
四
十
六
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
子
、
夫
の
子
、
孫

又
は
弟
妹
（
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
が
終

了
し
た
者
に
限
る
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
子
、
夫
の
子
、
孫
又
は

弟
妹
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
の
第
四
十
一
条
第
二
項
第
十
号
ロ
及
び

ハ
並
び
に
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

ニ

第
一
項
の
届
出
が
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
法
第
六
十
六
条
第
三

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
、
同
法
第
六
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
の
停
止
を
行
わ
な
い
事
由
が
生
じ
た
も
の
で

あ
る
と
き
は
、
遺
族
基
礎
年
金
被
災
状
況
届

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
申
請
）

（
所
在
不
明
と
さ
れ
た
者
の
申
請
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺

族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
あ
つ
て
は
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
十
号
及

び
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

３

（
略
）

３

（
略
）

（
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族

基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
係
る
所
得
状
況
の
届
出
）

（
削
る
）

第
五
十
一
条
の
五

昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は
、
毎
年
、
指
定
日
ま
で
に
、
指
定
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日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
第
四
十
一
条
第
二
項
第
十
号
及
び
同
条
第
三

項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

指
定
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
関
す
る
当
該
書
類
が
提
出
さ
れ
て
い

る
と
き
又
は
当
該
遺
族
基
礎
年
金
の
額
の
全
部
に
つ
き
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
保
険
料
一
部
免
除
の
申
請
）

（
保
険
料
一
部
免
除
の
申
請
）

第
七
十
七
条
の
三

（
略
）

第
七
十
七
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
が
前
号
イ

四

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
が
前
号
イ

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金

か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
金

額
を
超
え
る
申
請
者
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
申
請
者
が
当

額
を
超
え
る
申
請
者
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
申
請
者
が
当

該
申
請
者
等
に
係
る
同
一
の
失
業
等
に
つ
い
て
過
去
に
行
つ
た
保
険
料
免

該
申
請
者
等
に
係
る
同
一
の
失
業
等
に
つ
い
て
過
去
に
行
つ
た
保
険
料
免

除
等
の
申
請
に
お
い
て
離
職
票
等
を
添
付
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

除
等
の
申
請
に
お
い
て
離
職
票
等
を
添
付
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

申
請
者
等
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に

ロ

申
請
者
等
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町

つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

（
学
生
等
の
保
険
料
納
付
の
特
例
に
係
る
申
請
）

（
学
生
等
の
保
険
料
納
付
の
特
例
に
係
る
申
請
）

第
七
十
七
条
の
四

（
略
）

第
七
十
七
条
の
四

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
が
百
二
十

五

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
期
間
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
が
百
二
十

八
万
円
を
超
え
る
被
保
険
者
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
申
請

八
万
円
を
超
え
る
被
保
険
者
等
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
（
申
請

者
が
当
該
被
保
険
者
等
に
係
る
同
一
の
失
業
等
に
つ
い
て
過
去
に
行
つ
た

者
が
当
該
被
保
険
者
等
に
係
る
同
一
の
失
業
等
に
つ
い
て
過
去
に
行
つ
た

保
険
料
免
除
等
の
申
請
に
お
い
て
離
職
票
等
を
添
付
し
て
い
る
場
合
に
あ

保
険
料
免
除
等
の
申
請
に
お
い
て
離
職
票
等
を
添
付
し
て
い
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）

つ
て
は
、
ニ
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
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イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

被
保
険
者
等
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数

ロ

被
保
険
者
等
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市

に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す

町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
法
第
百
九
条
の
十
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

（
法
第
百
九
条
の
十
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
事
務
）

め
る
事
務
）

第
百
十
六
条

法
第
百
九
条
の
十
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

第
百
十
六
条

法
第
百
九
条
の
十
第
一
項
第
四
十
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

第
三
十
二
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
九
号
、
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項

四

第
三
十
二
条
第
二
項
第
五
号
及
び
第
九
号
、
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項

第
二
号
及
び
第
六
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
ニ
、
第
三
十
三
条
の

第
二
号
及
び
第
六
号
、
第
三
十
三
条
第
二
項
第
六
号
、
第
三
十
三
条
の
二

二
第
二
項
第
三
号
ハ
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七
号
、
第
三

第
二
項
第
七
号
、
第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七
号
、
第
三
十
五

十
五
条
の
二
第
二
項
第
八
号
、
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
三

条
の
二
第
二
項
第
八
号
、
第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
第
一
号
、
第
三
十
六

十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
五
号
、
第
六
号
及
び
第
九

条
の
四
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
第
五
号
、
第
六
項
及
び
第
九
項
、

号
、
第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
四
十
八
条
第
三

第
四
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
四
十
八
条
第
三
項
第

項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
、
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
並

二
号
、
第
三
号
及
び
第
七
号
、
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
並
び
に

び
に
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
事
務

第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
に
係
る
事
務

五
～
十
五

（
略
）

五
～
十
五

（
略
）
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第
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。



様式第三号（第三十一条関係） （表　　 面）

日本年金機構　殿

氏 名

住 所

令和　　年　　月　　日提出

令和 年 月 日

◎　裏面の注意をよく読んでからご記入ください。

◎　※印の欄は、記入しないでください。

◎　字は楷書ではつきりとご記入ください。
かい

◎　字は楷書ではつきりとご記入ください。
かい

※　送　 付

令和　年　月　日

第　　　　　　号

（A列4番）

国民年金 障害基礎年金 所得状況届

受 給 権 者

個人番号(又は
基礎年金番号) 年金コード

扶養親族等・控除

控除対象配偶者及び扶

養親族の合計数

控除対象配偶者及び扶

養親族の合計数
①

 　　　　　　　　　　　　　人

(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数　　　　 人)

(うち特定扶養親族の数　　　人)

(うち控除対象扶養親族の数（19歳未満の者に限る。）　　　 人)

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。)の有無 有（70歳以上・70歳未満）　・無

前 年 の 所 得 額

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

配 偶 者 特 別

円

円

円

円

円

円

人

人

円

円

障害者(特別障害者を除

く。)である同一生計配偶

者及び扶養親族の合計数

特別障害者である同一

生計配偶者及び扶養親

族の合計数

寡婦・ひとり親・勤労学生

の別

地方税法附則第6条第1

項の免除に係る所得額

寡婦・ひとり親・勤労学生

※ 控 除 後 の 所 得 額

※ 審 　 　 　 　 　 査

※  上記のとおり、相違ありません。
市区町村長 ㊞

公的年金

受給状況

・受けている

・申請中

・受けていない

③ 

控
　
　
除

②

所 得 状 況
所 得 状 況



（裏　　 面）

①の欄
　　上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数（注）をご記入ください。
　　なお、所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数、特　
　定扶養親族の数並びに控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）の数を(　)内に再掲してくださ　　
　い。
　　下段には、同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無をご記入ください。
②の欄
　　前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事
　業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の
　合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、｢なし」とご記入ください。
③の欄
　１　「雑損｣、｢医療費｣、｢社会保険料｣、｢小規模企業共済等掛金」及び「配偶者特別」は、前年の所
　 得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除又
　 は配偶者特別控除を受けたときは、それぞれの控除額をご記入ください。
　２　「障害者(特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶
　 者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入ください。
　３　「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶者及び扶養親族の
　 うち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください。
　４　「寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法に定める寡婦若しくはひとり親控除の適用を受
　　ける者又は勤労学生であるときは、該当するものを〇で囲んでください。
　５　「地方税法附則第６条第１項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第６条第１項(肉用牛の売却
　 による農業所得の免除)の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入ください。

注 意

添付書類
　　この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、これらの書類をこの届の提出先の市町村長
　から受けることができるとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証明を受けたときは、
　添える必要がありません。
　 （1）あなたの前年の所得の額が、370万4千円以下であるときは、その事実についての市町村長の　
　　　　証明書
　 （2）あなたの前年の所得の額が、370万4千円より多いとき、次の書類
　  　イ　前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者（70歳以上の　
　　　　　者に限る。）、老人扶養親族又は特定扶養親族の数についての市町村長の証明書
　　　ロ　③の欄に記入すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書
　
注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。
　(1) 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者
　(2) 年齢 70 歳以上の者
　(3) 年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
 　　① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
　　 ② 障害者
　 　③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けて
　　   いる者
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様式第四号(第三十一条関係)  

(表 面) 

 
国民年金　障害基礎年金　被 災 状 況 届 

  

日本年金機構 殿 

令和   年   月   日提出  

氏名 
個人番号(又は

基礎年金番号) 年金コード 

住所 

被災者氏名 あなたとの続柄 職業 

被災当時の住所又は居所 

① 災害の種類 被災年月日             令和  年  月  日 

② 次の財産のうち、最も被害の大きかつたものを一つだけ○で囲んでください。 

  イ 住宅          ニ 宅地 

  ロ 住宅でない建物     ホ 田畑 

  ハ 家財          ヘ その他の財産(        ) 

 

③ ②の○で囲んだ財産について、下にご記入ください。 

 被災前の財産の概要とその価格      損害の程度とその金額 

 

             万円                万円 

④ この災害について、保険金又は損害賠償金を受けていますか。イかロのどちらかを○で囲んでく

ださい。 

  イ 受けている      ロ 受けていない 

 

⑤ ④のイを○で囲んだ人は、受け取つた保険金又は損害賠償金の金額を下にご記入ください。 

 

             万円 

◎ 裏面の注意をよく読んでからご記入ください。 

◎ ※印の欄は、記入しないでください。 

◎ 字は楷書ではつきりとご記入ください。 

※ 送 付 

令和 年 月 日 

第      号 

  

(A列4番) 

 

かい 



(裏 面) 

注 意 
①の欄 

　　災害の種類は、震災、水害、火災などの別のほか、○○台風などのように、なるべく 

　詳しくご記入ください。 
 

②の欄 

  1  財産は、被災者又はその同一生計配偶者や扶養親族の名義のものでなければなりませ 　　 
　　ん。 

  2  その他の財産の(  )には、機械、器具、荷車、漁船、牛馬、水車などの事業用の財産 

　　 の別をご記入ください。 

③の欄 
    1　被災前の財産の概要とその価格には 

   　　  住宅については、被災前のその構造と延面積(例　　木造平屋建60平方メートル)と 

　　　    その価格を 

　　   　 住宅でない建物については、店舗、工場、倉庫、納屋などの名称、構造、延面積(例 

　　       　店舗木造モルタル二階建100平方メートル)とその価格を 

 　　      家財については、主な家財の名称と価格の総額を 

　  　      宅地については、その総面積と価格を 

　  　      田畑については、その総面積と価格を 

　  　      その他の財産については、数量と価格を 

    ご記入ください。 

  2   損害の程度とその金額には 

　　　例えば住宅については、流失、全壊、半壊若しくは土砂流入、軒下浸水若しくは床 

       上○○センチメートル浸水又は全焼、半焼若しくは一部焼失のようにご記入ください。 

　　また、田畑については、流失、冠水、土砂堆積の別とその被害面積とをご記入くださ 

       い。  
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（
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
被
害
者
に
支
給
す
る
老
齢
福
祉
年
金
に
つ
い
て
の

（
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
被
害
者
に
支
給
す
る
老
齢
福
祉
年
金
に
つ
い
て
の

裁
定
の
請
求
）

裁
定
の
請
求
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
の
額
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

二
の
二

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
の
額
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政

令
第
五
十
四
号
。
以
下
「
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の

令
第
五
十
四
号
。
以
下
「
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
民
年
金
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
等
の
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
三
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号

る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号

。
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計

。
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
計

算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超

算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超

え
る
者
に
限
る
。
）
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
所
得
税
法

え
る
者
に
限
る
。
）
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
を

規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
十
九
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
同
じ

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
（
特
別
区

。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
も

の
区
長
を
含
む
も
の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

の
と
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区

十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
区
長
又
は
総
合
区
長

長
又
は
総
合
区
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事

と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

立
書

二
の
三
～
五

（
略
）

二
の
三
～
五

（
略
）

３

前
項
第
二
号
の
老
齢
福
祉
年
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

３

前
項
第
二
号
の
老
齢
福
祉
年
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
年
の
所
得
の
額
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超
え
る
受
給
権
者
に
あ
つ

二

前
年
の
所
得
の
額
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超
え
る
受
給
権
者
に
あ
つ
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て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
の
額
並
び
に
旧
法
第
七
十
九
条
の
二
第
五

イ

受
給
権
者
の
前
年
の
所
得
の
額
並
び
に
旧
法
第
七
十
九
条
の
二
第
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
六
十
六
条
（
以
下
「
旧
法
第
六
十
六
条

項
に
お
い
て
準
用
す
る
旧
法
第
六
十
六
条
（
以
下
「
旧
法
第
六
十
六
条

」
と
い
う
。
）
第
一
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
（
所
得
税
法
に
規
定

」
と
い
う
。
）
第
一
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び

す
る
扶
養
親
族
（
三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
次
号
に
お

に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
に
限

い
て
「
特
定
年
齢
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
控
除
対
象

る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い

扶
養
親
族
に
限
る
。
）
の
有
無
及
び
数
並
び
に
同
法
に
規
定
す
る
同
一

て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は

特
定
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

三

旧
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
受
給
権
者
で
あ
つ
て

三

旧
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
受
給
権
者
で
あ
つ
て

、
配
偶
者
が
あ
る
も
の
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

、
配
偶
者
が
あ
る
も
の
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
（
以
下
単
に
「
扶
養
義

第
八
百
七
十
七
条
第
一
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
（
以
下
単
に
「
扶
養
義

務
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当

務
者
」
と
い
う
。
）
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当

該
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
書
類

該
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

所
得
の
額
並
び
に
旧
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族

イ

所
得
の
額
並
び
に
旧
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族

等
（
特
定
年
齢
扶
養
親
族
に
あ
つ
て
は
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る

等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
扶
養
親
族
の
有

。
）
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
老
人
扶
養
親
族
の

無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

（
支
給
停
止
の
解
除
の
申
請
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
の
額
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超
え
る
者
に

六

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
の
額
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超
え
る
者
に

限
る
。
）
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い

限
る
。
）
の
所
得
税
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数

て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

七

（
略
）

七

（
略
）
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３

（
略
）

３

（
略
）

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

（
支
給
停
止
の
申
出
の
撤
回
）

第
三
条
の
三

（
略
）

第
三
条
の
三

（
略
）

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
出
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
関
す
る
書
類
が
提
出
さ
れ
て
い

三

申
出
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
関
す
る
書
類
が
提
出
さ
れ
て
い

な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

な
い
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
の
額
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超
え
る
者

ロ

受
給
権
者
（
前
年
の
所
得
の
額
が
百
六
十
九
万
五
千
円
を
超
え
る
者

に
限
る
。
）
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に

に
限
る
。
）
の
所
得
税
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及

つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か

こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第二号 （第二条関係） （表　　　　面）

国民年金老齢福祉年金所得状況届

日本年金機構 殿

年 月 日提出令和

受 給 権 者

①

②

③

④

個人番号 (又は年金

証書の記号番号) 年金コード 住  所

住  所

住  所

氏  名

氏  名

氏  名

配 偶 者

扶  養  義  務  者  等

所得状況

扶養親族等 ・ 控除

受給権者との続柄

受給権者の所得状況 配偶者の所得状況
①の扶養義務者等の

所得状況

人
(うち老人控除対象配偶者及び老

人扶養親族の合計数 人)

人)

人)

(うち特定扶養親族の数

(うち控除対象扶養親族 (19歳未

満の者に限る。)の数

控除対象配偶者及び扶養
親族の合計数

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。）の有無
有 （70歳以上 ・ 70歳未満） ・ 無

人 人

(うち老人扶養親族

の数                人）

(うち老人扶養親族

の数                人）

前  年  の  所  得  額

雑 損

医 療 費

社 会 保 険 料

小規模企業共済等掛金

配 偶 者 特 別

障害者(特別障害者を除く。)で

ある同一生計配偶者及び扶養
親族の合計数

特別障害者である同一生計配
偶者及び扶養親族の合計数 

障害者・特別障害者・寡婦・ひ
とり親・勤労学生の別

地方税法附則第6条第1項の免
除に係る所得額 

控

除

※

※

※

控  除  後  の  所  得  額

審 査

上記のとおり、相違ありません。

令和 年 月 日

円

人

円

円

円

円

円

人

円

円

円

人

円

円

円

円

人

円

円

円

人

円

円

円

円

人

円

円

障・特障・勤
障 ・特障 ・寡 ・
ひ と り親 ・勤

㊞市区町村長

※ 送 付

令和 年 月 日

第 号

この届書に係る私並びに私の配偶者及び①の扶養義務者等（以下「私等」

という。）の資産及び収入の状況につき、日本年金機構が市町村長に調査を

また、日本年金機構の調査の嘱託に対し、市町村長が報告することにつ

いて、私等が同意している旨を市町村長に伝えて構いません。

嘱託することに同意します。

氏 名　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

公的年金受給状況 受けている・ ・受けていない申請中

◎

◎

◎裏面の注意をよく読んでからご記入ください。

※印の欄は、記入しないでください。

字は楷書ではっきりとご記入ください。
かい

列4番)

有  ・  無 有  ・  無

障・特障 ・寡 ・
ひ と り親 ・勤



（裏　　　　面）

注 意

①の欄

②の欄

③の欄

④の欄

添付書類

　老齢福祉年金を受けることができる人は、あなたの子、父母、孫、祖父母、その他の直系血族又は

兄弟姉妹のうち、主としてあなたの生計を維持している人についてご記入ください。 

　上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数（注）をご記入ください。

なお、受給権者の所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合

計数、特定扶養親族の数並びに控除対象扶養親族（19歳未満の者に限る。）の数を、配偶者の所得状況

及び①の扶養義務者等の所得状況については、同法に定める老人扶養親族の数を、（　）内に再掲してく

ださい。　下段には、同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無をご記入ください。

　前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事

業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の

合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、「なし」とご記入ください。 

１　 「雑損」、「医療費」、「社会保険料」、「小規模企業共済等掛金」及び「配偶者特別」は、前年の所

 得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除又

 は配偶者特別控除を受けたときは、それぞれの控除額をご記入ください。

２　 「障害者（特別障害者を除く。）である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶

 者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入ください。

３　 「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、②の欄の同一生計配偶者及び扶

 養親族のうち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください。

４　  「障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法で定める特別障害者以外

 の障害者若しくは特別障害者、寡婦若しくはひとり親控除の適用を受ける者又は勤労学生であると

 きは、該当するものを○で囲んでください。

５　 「地方税法附則第６条第１項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第６条第１項（肉用牛の売却

 による農業所得の免除）の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入ください。

　  この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、資産及び収入の状況につき日本年金機構が

市町村長に調査を嘱託することに同意するとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証

明を受けたときは、添える必要がありません。 

１　 あなたの前年の所得の額が、169万５千円以下であるときは、その事実についての市町村長の証明書

２　 あなたの前年の所得の額が、169万５千円より多いときは、次の書類 

　（1）　前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者（70歳以上の者に限

　　　　る。）、老人扶養親族及び特定扶養親族の数についての市町村長の証明書

　（2）　④の欄に記載すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書

３　 あなたの前年の所得額が169万５千円（同一生計配偶者及び扶養親族があるときは、169万５千円にそ

  の者1人につき38万円（その者が、同一生計配偶者（70歳以上の者に限る。）又は老人扶養親族である

  ときは、その者１人につき48万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族（19歳未満に限る。）であると

  きは、その者１人につき63万円）を加算した額とする。）以下である場合で、配偶者又は①の欄に記載

  すべき者があるときは、これらの者の所得について、前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親

  族の数並びに老人扶養親族の数についての市町村長の証明書、並びに上記２の（2）に掲げる書類

注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。
　(1) 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者
　(2) 年齢 70 歳以上の者
　(3) 年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者
 　　① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
　　 ② 障害者
　 　③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上受け       

        ている者
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（
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
認
定
の
請
求
）

（
認
定
の
請
求
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

九
の
二

請
求
者
（
前
年
の
所
得
（
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

九
の
二

請
求
者
（
前
年
の
所
得
（
令
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算

し
た
額
を
い
う
。
次
号
、
次
項
並
び
に
第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び

し
た
額
を
い
う
。
次
号
、
次
項
並
び
に
第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
及
び

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
七
十
万
四
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
三
百
七
十
万
四
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る

。
）
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年

。
）
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
控
除

法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
。
次
項
に

対
象
扶
養
親
族
（
十
九
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い

お
い
て
同
じ
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の

て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に

で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

つ
い
て
の
申
立
書

九
の
三
・
十

（
略
）

九
の
三
・
十

（
略
）

３

前
項
第
九
号
の
特
別
障
害
給
付
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

３

前
項
第
九
号
の
特
別
障
害
給
付
金
所
得
状
況
届
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
年
の
所
得
が
三
百
七
十
万
四
千
円
を
超
え
る
請
求
者

次
に
掲
げ
る

二

前
年
の
所
得
が
三
百
七
十
万
四
千
円
を
超
え
る
請
求
者

次
に
掲
げ
る

書
類

書
類

イ

請
求
者
の
前
年
の
所
得
の
額
、
法
第
九
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等

イ

請
求
者
の
前
年
の
所
得
の
額
、
法
第
九
条
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
等

（
所
得
税
法
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
三
十
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
者

の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七

に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
）
の
有
無

十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
の

及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以

有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

上
の
者
に
限
る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
の
有
無
及

び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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４

（
略
）

４

（
略
）
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様
式
第
一
号
（
裏
面
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



(裏   面) 

注 意 

①の欄 

上段には、地方税法に定める控除対象配偶者及び扶養親族の合計数(注)をご記入ください。なお、 

 特別障害給付金の受給資格者の所得状況については、所得税法に定める老人控除対象配偶者及び老 

人扶養親族の合計数、特定扶養親族の数並びに控除対象扶養親族(19 歳未満の者に限る。)の数を( ) 

内に再掲してください。 

下段には、同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。)の有無をご記入ください。 

②の欄 

前年の所得のうち、都道府県民税の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、土地等に係る事 

業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の 

合計額をご記入ください。なお、所得の額がないときは、「なし」とご記入ください。 

③の欄 

1 「雑損」、「医療費」、「社会保険料」、「小規模企業共済等掛金」及び「配偶者特別」は、前 

年の所得について地方税法に定める雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛 

金控除又は配偶者特別控除に相当する控除を受けたときは、それぞれの控除額をご記入ください。 

2 「障害者 (特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶 

者及び扶養親族のうち、地方税法に定める特別障害者以外の障害者である人の数をご記入ください。 

3 「特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数」は、同一生計配偶者及び扶養親族の 

うち、地方税法に定める特別障害者である人の数をご記入ください。 

4 「寡婦・ひとり親・勤労学生の別」は、地方税法に定める寡婦若しくはひとり親控除の適用を受 

ける者又は勤労学生であるときは、該当するものを○で囲んでください。 

5 「地方税法附則第 6 条第 1 項の免除に係る所得額」は、地方税法附則第 6 条第 1 項(肉用牛の売却に 

よる農業所得の免除)の免除を受けているときだけ、その免除に係る所得額をご記入ください。 

 

添付書類 

この届には、次の書類を添えてご提出ください。なお、資産及び収入の状況につき日本年金機構が 

市町村長に調査を嘱託することに同意するとき、又は市町村長からこの届にこれらの書類に代わる証 

明を受けたときは、添える必要がありません。 

1 あなたの前年の所得の額が、370 万 4 千円以下であるときは、その事実についての市町村長の証明書 

2 あなたの前年の所得の額が、370 万 4 千円より多いときは、次の書類 

(1) 前年の所得額並びに同一生計配偶者及び扶養親族の数並びに同一生計配偶者(70 歳以上の者に 

限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の数についての市町村長の証明書 

(2) 控除対象扶養親族(19 歳未満の者に限る。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の 

当該事実を明らかにすることができる書類 

(3) ③の欄に記入すべき事実があるときは、その事実についての市町村長の証明書 

(4) 本年に災害のため損害を受け、その損害金額が自己又は控除対象配偶者若しくは扶養親族の住 

宅、家財その他の財産の価格のおおむね 2 分の 1 以上であるときは、特別障害給付金被災状況届 

 

注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下のいずれかに該当する者に限ります。 

 (1) 年齢 16 歳以上 30 歳未満の者 

 (2) 年齢 70 歳以上の者 

 (3) 年齢 30 歳以上 70 歳未満の者のうち、次の①から③までのいずれかに該当する者 

  ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 

  ② 障害者 

  ③ その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者 
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（
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
認
定
の
請
求
）

（
認
定
の
請
求
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

請
求
者
（
前
年
（
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
分
の
障
害
年
金
生
活

三
の
二

請
求
者
（
前
年
（
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
分
の
障
害
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所

者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所

得
（
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。

得
（
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
所
得
の
額
を
い
う
。

次
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四

次
項
並
び
に
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
四

百
七
十
二
万
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
の
十
九
歳
未
満
の
控
除
対
象

百
七
十
二
万
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年

扶
養
親
族
（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る

法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
十
九
歳
未
満
の

控
除
対
象
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て

者
に
限
る
。
以
下
「
控
除
対
象
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数

の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立
書

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

３

前
項
第
三
号
の
障
害
・
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
所
得
状
況
届
に
は

３

前
項
第
三
号
の
障
害
・
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
所
得
状
況
届
に
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

前
年
の
所
得
が
四
百
七
十
二
万
千
円
を
超
え
る
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は

二

前
年
の
所
得
が
四
百
七
十
二
万
千
円
を
超
え
る
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は

、
次
に
掲
げ
る
書
類

、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

請
求
者
の
前
年
の
所
得
の
額
並
び
に
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

イ

請
求
者
の
前
年
の
所
得
の
額
並
び
に
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
扶
養
親
族
等
（
所
得
税
法
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
三
十
歳
以
上
七

る
扶
養
親
族
等
（
以
下
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数

十
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限

並
び
に
所
得
税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者

る
。
以
下
「
扶
養
親
族
等
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得

に
限
る
。
）
、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
（
以
下
「
同
一
生

税
法
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配
偶
者
（
七
十
歳
以
上
の
者
に
限
る
。
）

計
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の

、
老
人
扶
養
親
族
又
は
特
定
扶
養
親
族
（
以
下
「
同
一
生
計
配
偶
者
等

証
明
書

」
と
い
う
。
）
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書



- 24 -

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
認
定
の
請
求
）

（
認
定
の
請
求
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

三
の
二

請
求
者
（
前
年
（
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
分
の
遺
族
年
金
生
活

三
の
二

請
求
者
（
前
年
（
一
月
か
ら
九
月
ま
で
の
月
分
の
遺
族
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所

者
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所

得
が
四
百
七
十
二
万
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
の
十
九
歳
未
満
の
控

得
が
四
百
七
十
二
万
千
円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
の
控
除
対
象
扶
養
親

除
対
象
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の

族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
当
該
事
実

他
の
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
又
は
当
該
事
実
に
つ
い
て
の
申
立

つ
い
て
の
申
立
書

書

四

（
略
）

四

（
略
）

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第二号（第三十二条第二項第三号及び第四十七条第二項第三号関係）         

 

    年 金 生 活 者 支 援 給 付 金  所 得 状 況 届  
  

日本年金機構理事長 殿 

令和   年度                       令和   年   月   日提出 

請

 

求

 

者 

個人番号(又は基礎年金番号) 

年金コード 

 

氏 名                            

生 年 月 日 明治・大正・昭和・平成・令和   年   月   日 

住 所                           

控除対象配偶者及び扶養親族の合計数 
注）扶養親族のうち、国外居住親族については、以下の
いずれかに該当する者に限ります。 

(1) 年齢16歳以上30歳未満の者 
(2) 年齢70歳以上の者 
(3) 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①から③ま

でのいずれかに該当する者 
① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 
② 障害者 
③ その居住者からその年において生活費又は教育費に
充てるための支払38万円以上受けている者 

                            人 

(うち老人控除対象配偶者及び老人扶養親族の合計数       人) 

(うち特定扶養親族の数                     人) 

(うち16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数          人) 

同一生計配偶者（控除対象配偶者を除

く。）の有無 
有（70歳以上・70歳未満） ・ 無 

前  年  所  得  合  計  額 円 

控

除 

雑 損 円 

医 療 費 円 

社 会 保 険 料 円 

小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 円 

配 偶 者 特 別 円 

障害者(特別障害者を除く。)である
控除対象配偶者、扶養親族及び同一
生計配偶者の合計数 

人 

特別障害者である控除対象配偶者、
扶養親族及び同一生計配偶者の合計
数 

人 

障害者・特別障害者・寡婦・ひとり
親・勤労学生の別 

障 ・ 特障 ・ 寡 ・ ひとり親 ・ 勤 

地方税法附則第６条第１項の免除に
係る所得額 

円 

※ 控  除  後  の  所  得  額 円 

そ  の  他  

※ 審         査  

※ 上記のとおり、相違ありません。 

  令和   年   月   日  

市町村長    ㊞   

◎ ※印の欄は、記入しないでください。                   
備 考 １．用紙の寸法は、Ａ列４番とする。 

    ２．必要があるときは、所要の変更を加えること、その他所要の調整を加えることができる。 

 

障害 

遺族 
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

令
和
四
年
以
前
の
年
の
所
得
に
係
る
障
害
基
礎
年
金
所
得
状
況
届
、
老
齢
福
祉
年
金
所
得
状
況
届
、
特
別
障
害
給
付

金
所
得
状
況
届
及
び
障
害
・
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
所
得
状
況
届
並
び
に
こ
れ
ら
に
添
え
る
べ
き
書
類
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

令
和
四
年
以
前
の
年
の
所
得
に
係
る
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
保
険
料
免
除
、
学
生
等
の
保
険
料
納
付
の
特

例
及
び
保
険
料
の
免
除
の
特
例
の
申
請
に
添
え
る
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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